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2002年（平成14年）4月1日　（3）�広報�

※6日・7日両日とも飲食物の模擬店が出店します。　※6日午後6時頃からかがり火が点火されます。　※駐車場はありませんので、自動車、自転車でのご来場はご遠慮ください。�

桜まつり�
四月六日、七日の両日�

恒例の「桜まつり」が�

向日神社で開催されます�

向日神社境内�
　 野 点 　 �
　 琴 演 奏 　 �
　市民演芸　�

４�6 7月� 日� 日�
●�

土� 日�

AM10:45～�AM10:30～�

天文館プラネタリウム春番組�

wish～人が星を見上げるとき～�
　あなたが最近星を見上げたのはいつですか？�
　人はいったいどんなときに星を見上げるのでしょう。そのとき、あなた
が何を考え、何をしようとしているのかで、星の見え方もずいぶん違って
いるでしょう。�
　あなたは信じますか？夜空を見上げた人みんなに、必ず星たちが何か
を語りかけているということを。�
　でも、その声は心で聴くものなので、なかなか気づかないようです。�
　それでは、今日は星たちの声を聴いた人たちのお話をいたしましょう…�

4/2j～6/23h

天文館� 1935-3800〒617-0005　向日町南山82-1
午前10時～午後6時（入館は午後5時30分まで）月曜日・祝日・休日・機械調整日休館�

プラネタリウム観覧料�

火～木曜日の14：30～、16：00～、および土・日曜日全日は一般投影�

観覧料金�

大　　　人�

小・中学生�

幼　　　児�

個　　人� 団体 20人以上�

200円�

100円�

180円�

 50円�
無　　料�

その他不燃物� 蛍光灯�

蛍光灯の分類の変更�POINT

　「向日市身体障害者及び知的障害者に対する手当」
「母子家庭福祉補助金」「向日市児童福祉手当」の
支給要件に所得制限が加わりました。これは、本市の
厳しい財政状況のもと、限られた財源をより効果的・効
率的に支出するため、また諸制度とのバランスを考慮し
て設けられたものです。�
�
■向日市身体障害者及び知的障害者に対する手当■�
●対象者／身体障害者手帳1～3級、療育手帳A、B
をお持ちの18歳以上の生活保護受給、または前年度
市町村民税非課税の方�
　毎年度申請になりますので、該当すると思われる方は、
手帳・印鑑・口座番号の控えを持って、社会福祉課へ
申請してください。�
※平成13年1月1日以降に向日市に転入された方は、
前住所地の非課税証明書が必要です。�
y社会福祉課障害者福祉係（内線308、347）�
■母子家庭福祉補助金・向日市児童福祉手当■�
●母子家庭福祉補助金の対象者／母子家庭でその
世帯が、生活保護法による生活保護世帯、または前
年度市町村民税非課税世帯�
●児童福祉手当の対象者／18歳未満の児童を扶
養している、①母子家庭、②障害児のいる家庭、③父
子家庭のいずれかで、生活保護法による生活保護世
帯、または前年度市町村民税非課税世帯�
※平成14年3月分まで支給していました児童福祉手
当は、継続しませんので、該当すると思われる方は、新
たに申請が必要となります。2つの支給対象者の範
囲に該当すると思われる方は、児童家庭課へ申請に
お越しください。�
※平成13年1月1日以降に向日市に転入された方は、
前住所地の非課税証明書が必要です。�
y児童家庭課母子児童係（内線349）�

福祉手当・補助金の対象者の範囲が変わります�

児童福祉・障害者福祉�児童福祉・障害者福祉�

■4月からの分類■�
●空缶　●空ビン　●ペットボトル�
●その他不燃物　●その他プラスチック�
●有害ごみ…筒型乾電池、蛍光灯（管）�
※蛍光灯に分類するものは、直管・丸形、コンパクト球（電
球形）です。割れているものや、蛍光灯以外の電球は、「そ
の他不燃物」に出してください。�
※購入時のケースなどの容器には入れないでください。�
y環境政策課環境衛生係（内線226）�

蛍光灯の分別収集が始まります�

環境�環境�

■無料法律相談■�
　月3回の実施となります。�
●相談日時・場所／毎月第1・2・3月曜日午前9：00～11：30
（1人30分）・市民相談室（市役所本館1階）�
●予約　相談日の前週の木曜日午前9：00から電話のみ
で受付けます。　●定員　5人�
y秘書広報課市民相談係（内線251）�
■税務相談■�
　新たに税務相談が始まります。�
●相談日時・場所／第2火曜日（4月、5月、6月、9月、10月、
11月、12月）午前10：00～午後3：00・福祉会館�
y大阪国税局税務相談室上京分室1451‐8222�
■消費生活相談■�
　水曜日の相談時間が延長されます。�
●相談日時・場所／毎週水曜日午前10：00～午後4：00、
毎月第2・4金曜日午後1：00～4：00・市民相談室�
y市民安全課市民安全係（内線235）�

市民相談が利用しやすくなります�

市民相談�市民相談�

●大月透剪画作品展（参集殿）／6日（土）・7日（日）�
●小学生による野点�

●小学生による太鼓演奏／7日（日）午前11：00頃から�
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上植野浄水場拡張事業が完了�
緊急時の応急給水施設としても活用�

すこやか、ひまわり、秋桜（こすもす）�
子育て支援が、さらに充実します�

　子育てセンターすこやか、子育て支援センター
ひまわり、秋桜（こすもす）では、より安心して子育
てができるよう、「ほっとルーム」や「すこやか出張」
など新しい催しを4月から始めます。また、地域の
公園に出向く「ひだまり」は、内容を充実し「すこ
やかめぐり」に生まれ変わります。子育て支援の
催しの日程は、「広報むこう」毎1日号に掲載しま
す（今号は8ページに掲載）。�
●すこやかめぐり　毎週火曜日に地域の公園に
出向き、一緒に遊んだり、話をしたりして交流します。�
●ほっとルーム　育児の不安、悩みなどを、子育
てをしている者同士、話しあったり、励ましあったり
します。1歳未満のお子さんを育児されている方
を対象に、毎週水曜日に開催します。�
●すこやか出張　毎週木曜日に上植野公民館
と物集女公民館に出向いて、子育ての不安や
悩みをお伺いします。�
※子育てサークルを支援しています�
　これから子育てサークルに入って、子育ての仲
間を作りたいと思っている方、お母さん同士でサー
クルを作りたいと思っている方など、運営上の悩
みなど気軽にご相談ください。�
y子育てセンターすこやか1932‐7830、子育て
支援センターひまわり1935‐0267、子育て支援
センター秋桜（こすもす）1932‐1108

　上植野浄水場で京都
府営水道を受水する受
水池兼浄水池が完成し
ました。�
　この受水池兼浄水池
は、上植野給水区域の
安定給水を図るため築
造されたもので、マグニ
チュード8クラスの地震
にも耐えられる耐震構造になっています。また、
災害時に迅速に給水できるよう、市民が直接給
水できる「応急給水栓」や、給水タンク車に給水
する「給水車用給水栓」などを備えています。�

「広報むこう」は向日市ホームページで�
ご覧いただけます�

http://www.city.muko.kyoto.jp
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